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製 造 ・ 加 工 者

輸 入 者

生産者・生産者団体

○都 民
○事業者
○消費生活センター
○他自治体　など

事業者責任に

おいて実施

回収情報の公開 ◇報告（届出）の受理

◇報告内容の事実確認、必要に応じ回収方法
　の変更等の指導

◇報告事項の公表（インターネット）、必要
　に応じ緊急発表（報道発表）

◇回収品の措置（廃棄等）に係る指導・確認

食品等の自主回収報告制度の概要図

特定事業者

自
主
回
収
を

　

決
定
し
た
場
合

自
主
検
査

・販売先への回収連絡
・社　告（任意）
・企業ＨＰ（任意）

公　表

報告義務

報道発表

ホームページ
掲載

健康影響などのコメン
トを添えて公表

◇事実確認
◇回収方法の変更等の指導
◇回収品の措置に関する指導・確認

東京都

　【主な報告事項】
　１　回収を行う事業者名・住所
　２　回収対象となる食品等の名称、賞味期限、
　　　ロットの特定に必要な情報
　３　回収の理由・原因
　４　回収対象の数量、出荷時期
　５　回収方法（消費者への周知方法等）
　６　想定される健康への影響　

予測される被害の程度に応じて

事業者の任意
の判断に基づ
く決定

○対象は、法令違反及び健康への悪影響の
　おそれがあるものの中で設定
　①食品衛生法に違反するため自主回収する
　　もの（表示規準に関わる違反を除く）
　②健康への悪影響のおそれのあるもの
　※行政機関による命令等に基づく回収は
　　除く

クレーム
危害情報

都内に次の施設
を有する者

○事業所
○事務所
○ほ場
○養殖場
○その他事業に　
　係る施設・場所
など

販 売 者

※ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌﾞﾗﾝﾄﾞ商品
　「固有記号」により販売者
　として表示を行う者

　製造・加工施設
等において、他者
を経ることなく、直
接都民へ販売する
事業を主とする者
は除外

ただし

回収終了後は、回収の状況について報告

情報提供○都 民
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保健所等に自主回収着手の相談

保健所等と相談しながら報告書に
必要な事項を記入

自主回収報告
制度の対象か

はい

自主回収着手報告書の提出

提出時必須項目
（1）回収する食品等の商品名（名称）
（2）回収する食品等を特定する情報
（3）回収を開始した年月日
（4）製造等が行われた事業所の名称
     及び所在地
（5）回収の理由
（6）回収方法及び問い合わせ先
（7）想定される健康への影響
（8) 担当者名、担当部署及び連絡先

自主的回収
（報告義務なし）

自主回収終了報告書の提出

自主回収終了

確認の内容
(1) 回収の対象品
(2) 回収の理由
(3) 都内流通の有無
(4) 都民への販売の有無

自主回収着手報告書の作成

回収状況確認

終了報告書の内容追加・修正等(随時)
 提出時必須項目

（1）回収された食品等の商品名（名称）
（2）回収終了年月日
（3）回収された食品等の数量
（4）回収された食品等の保管場所及び処分
等の方法

（5）処分等を行う予定時期
（6）担当者名、担当部署及び連絡先

いいえ

自主回収事由の発生

自主回収品の処理

都から公表（インターネット、
報道発表）、関係自治体に通知

都から公表、
関係自治体に通知

処分の立会と確認

自主回収報告手続きの流れ

保健所等と相談しながら報告書に
必要な事項を記入

自主回収終了報告書の作成

事業者の行為

行政による確認


